
 

 

 

2021年３月１１日 

 

地域商社事業を営む銀行業高度化等会社設立について 

 

株式会社秋田銀行（頭取 新谷明弘）は、下記のとおり、関係当局の設立認可取得を前提として

地域商社事業を営む銀行業高度化等会社（以下、「地域商社」という。）を当行 100％出資にて設立

することといたしましたので、お知らせします。 

地域商社には、中國信託ホールディング（CTBC Financial Holding Co.,Ltd.）のグループ企業か

ら投資意思を示していただいており、今後、受け入れる予定です。 

海外企業と共同で地域商社事業を営む銀行業高度化等会社は、全国で初めてとなります。 

 

記 

 

１ 設立の目的 

  当行は、中期経営計画において、すべての活動の起点を「地域経済の成長および地域課題の解

決」に置いております。地域が抱える様々な課題解決に資する具体的な事業展開を行うことで、

地域の持続可能性向上を目指してまいります。 

 

２ 新設会社の概要 

 (1) 会 社 名  詩
し

の
の

国
くに

秋田
あきた

株式会社 

 (2) 所 在 地  秋田市山王三丁目２番１号 

 (3) 設立予定  2021年４月 

 

３ その他 

新設会社に関する具体的内容につきましては、改めてお知らせいたします。 

 

（注）１ 銀行業高度化等会社 

銀行法第１６条の２第１項 第１２号の３に規定された銀行の子会社 

２ 中國信託ホールディングとの関係性 

当行は、お取引先の海外展開を支援するため、2013年に台湾大手民間金融グループである中

國信託ホールディングと業務提携に関する覚書を締結いたしました。2015年には本県企業と台

湾企業の取引を支援する秋田デスクを設置し、中國信託商業銀行の協力を得ながら台湾市場の

情報収集を経て 2016年に台北駐在員事務所を設立いたしました。 

（以 上） 


